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第１章 計画の概要                                      

１．計画策定の趣旨 

本市では、平成 25 年度に策定した大船渡市総合交通ネットワーク計画を平成 29 年度に大船 

渡市地域公共交通網形成計画として改訂しました。 

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする

「マスタープラン」としての役割を果たすもので、令和２年 11 月に地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことを受け、対象や位置付け、実効

性確保といった様々な面を拡充させた新たな計画として、地域公共交通に関する取組を推進し

ていくものです。 

本計画は、利用者の視点から公共交通全体を見直して、「高齢者や学生をはじめとする市民の

日常生活を支える交通サービスの確保」及び「誰もが迷わず利用しやすい交通環境の実現」を

目指した公共交通等の指針及び施策体系を示すとともに、地域の実情に合わせた交通手段の見

直しを図り、既存の輸送資源も最大限活用し、持続可能な交通サービスの確保を図ることを目

的とします。 

 
２．計画の位置付け 

本計画は、上位計画である「大船渡市総合計画」や各種関連計画との整合を図るとともに、

国の交通政策基本法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等との整合も図りながら、

従来の公共交通機関のほか、地域の輸送資源を含めた持続可能な運送サービスの提供・確保に

資する取組を盛り込んだ内容とし、大船渡市の地域特性と将来を見据えた交通体系の構築を目

指します。 

計画の位置付け 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【本計画】 大船渡市地域公共交通計画 

【国・県の交通関連法等】 

〇交通政策基本法 

〇地域公共交通の活性化及び 

再生に関する法律(Ｒ2改正) 

〇岩手県地域公共交通網形成計画 

【関連計画】 

〇第２期大船渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略 〇大船渡市過疎地域持続的発展計画 

〇大船渡市観光ビジョン 〇大船渡都市計画マスタープラン 

〇大船渡・住田定住自立圏共生ビジョン 等 

【上位計画】 

大船渡市総合計画 2021（前期基本計画） 

＜将来都市像＞ 

ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡 
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３．計画の対象範囲 

本計画は「鉄道」・「ＢＲＴ」・「路線バス」だけでなく、あらゆる輸送資源を含めた地域公共 

交通ネットワークの方向性を示すものとします。 

本市における「鉄道」・「ＢＲＴ」・「路線バス」は、釜石市や陸前高田市といった他の都市と 

の間を結ぶ重要な交通であることから、他の交通手段を結ぶ拠点づくりに重点を置きつつ、地

域内交通の見直し・改善、運賃制度や利用促進策、マネジメント体制の在り方等も含めた総合

的な施策体系を検討対象としています。 

〇対象となる交通手段 

・鉄道（三陸鉄道リアス線） 

・ＢＲＴ（ＪＲ大船渡線ＢＲＴ） 

・路線バス（岩手県交通(株)） 

・タクシー（乗合タクシー含む） 

・デマンド交通 

・患者輸送車・スクールバス 

・地域主体による輸送（地域の支え合い・有償ボランティア輸送） 

 

 

  

患者輸送車・スクールバス等 

不
特
定 

特
定 

【輸送形態】 個別輸送 
（輸送密度：低） 

乗合輸送 
（輸送密度：高） 

鉄道 

ＢＲＴ 

路線バス 

乗合タクシー 

デマンド交通 

タクシー 

マイカー 

※点線の囲みは本計画のターゲット 

地域主体による輸送 

【利
用
者
特
性
】 

計画の対象範囲 
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４．計画の区域 

本計画の対象区域は、大船渡市全域とします。 

なお、本市では、陸前高田市、住田町にまたがる広域バス路線が複数運行されています。こ 

の隣接２市町とは、本計画はもとより、広域バス路線の課題や路線の在り方について、岩手県 

生活交通対策協議会等を通じて継続的な協議を行っており、引き続き連携を図りながら、広域 

的な地域公共交通のネットワーク形成や交通結節点の在り方等について検討していきます。 

 

５．計画の期間 

本計画の計画期間は、上位計画である総合計画との整合を図るため、令和４年度から令和７

年度までの４年間とします。 

計画の期間 

令和・年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

大船渡市 

総合計画 

2021 

第２期大船渡市 

まち・ひと・しごと

創生総合戦略  

大船渡都市計画 

マスタープラン 

第２次大船渡市 

観光ビジョン 
 

大船渡市地域 

公共交通計画 

計画期間（5 年） 計画の更新 

計画期間（20 年間） 

計画期間（4 年） 計画の更新 

基本構想（令和 3 年～令和 12 年度の 10 年間） 

前期基本計画（令和 3～7 年度） 後期基本計画（令和 8～12 年度） 

計画期間（5 年） 計画の更新 
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６．ＳＤＧｓとの関係性 

ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標」のことで、平成 13 年に策定されたミレニアム開発目 

標（ＭＤＧｓ）の後継として、平成 27 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発 

のための 2030 アジェンダ」に掲げられている国際目標です。 

   我が国では、令和元年 12 月に策定した「ＳＤＧｓアクションプラン 2020」において 2030 年

までの 10 年間を「行動の 10 年」としており、公共交通においても具体的な取組として、「コン

パクト・プラス・ネットワークの考えのもと、まちなかや公共交通沿線に都市機能や居住を誘

導し、それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を図る」、「地域や観光地の

移動手段の確保や公共交通機関の維持・活性化等を進めるため新たなモビリティーサービス

（ＭａａＳ等）の全国への普及を図る」という内容が盛り込まれています。 

   国のＳＤＧｓ実施指針では、地方公共団体の各種計画等の策定にＳＤＧｓ達成に向けた貢献

という観点を取り入れることとされていることから、本計画の目的や目標の達成に向けた取組

がＳＤＧｓ達成に貢献できるよう、本計画を策定・推進することとします。 

 

ＳＤＧｓに掲げる 17 のゴール 
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第２章 公共交通を取り巻く現状と課題                    

１．公共交通の現状 

（１）公共交通機関別の状況 

市内では、地域間交通として鉄道とＢＲＴ、一部の路線バスが、また、地域内交通として路 

線バスとタクシー、患者輸送車・スクールバスが鉄道を補完する形でそれぞれ運行され、住宅 

地と駅、主要施設等を結んでいます。 

人口減少と自家用車の普及や新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、本市の公共 

交通機関の利用者は減少を続け、収支悪化による行政負担の増加を始め、運行に様々な問題が 

発生しています。 

市内を運行している路線バスは、沿線住民の人口の減少、運転手不足等の様々な問題があり 

ます。住民の通院・買い物を中心とした生活に不可欠な交通手段となっているため、路線バス 

の運行を存続することで、住民の交通手段を確保していくことが必要となっています。 

ア 鉄道（三陸鉄道リアス線） 

三陸鉄道南リアス線は、東日本大震災以降全線不通となっていましたが、国及び鉄道・運 

輸機構の支援の下、復旧工事が進められ、盛駅～吉浜駅間については平成 25 年４月３日か

ら、吉浜駅～釜石駅間については平成 26 年４月５日からそれぞれ運行を再開し、完全復旧

しています。東日本大震災の影響で運休していたＪＲ山田線（釜石市～宮古市間）は三陸鉄

道に移管され、平成 31 年３月 23 日に復旧しました。これにより、三陸鉄道北リアス線と南

リアス線が「リアス線」として統合され、大船渡市～久慈市間をつなぐ一つの路線として運

行を再開しています。路線の総延長は 163 ㎞と、第三セクター鉄道としては日本最長距離の

路線となりました。 

令和元年 10 月に発生した台風 19 号の影響により大きな被害を受け、全区間の７割が運休 

となりましたが、令和２年３月 20 日に全線運行再開を果たしています。 

また、三陸鉄道では、震災学習列車など、災害学習へ対応しているほか、数多くの観光企 

画列車を運行し、観光誘客を図っています。 

イ ＢＲＴ（ＪＲ大船渡線） 

ＪＲ大船渡線は、東日本大震災津波の直撃を受け、壊滅的な被害を受けました。盛駅～気 

仙沼駅間は、震災以降運休となりましたが、平成 23 年８月 11 日には岩手県交通㈱が振替輸 

送を開始し、平成 25 年３月２日からは仮復旧としてＢＲＴ（バス高速輸送システム）が運行 

しています。平成 27 年 12 月には鉄道ではなく、ＢＲＴによる本復旧が決定し、令和２年４ 

月１日に鉄道事業は廃止されました。 

平成 25 年９月に碁石海岸口駅が、平成 27 年 12 月に大船渡魚市場前駅が、令和２年３月 

   には田茂山駅、地ノ森駅、大船渡丸森駅がそれぞれ新たに設置されました。現在、市内には 

   九つの駅が設置されており、市民にとって欠かせない重要な公共交通として、利便性が向上 

   しています。 
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ウ 路線バス 

市内で運行している路線バスは、市内のみを運行する地域内交通が３路線、本市と近隣市 

町村を結ぶ地域間幹線交通が１路線となっています。 

地域間幹線交通は崎浜線が令和２年３月をもって廃止され、大船渡住田線（旧中井線）が 

令和２年 10 月から路線短縮となりました。 

震災以降、国土交通省東北運輸局の「地域公共交通確保維持事業」を活用し、市民の交通 

手段を存続させるため、ニーズを踏まえた運行見直し・改善を適宜行っています。 

丸森立根線・立根田谷線・綾里外口線を生活に不可欠な路線（地域内フィーダー系統）と 

して位置付け、国庫補助「地域内フィーダー系統補助事業」を活用し、市民の交通手段を存 

続させていくこととしています。 

エ タクシー 

市内では、「大船渡タクシー」「カンノタクシー」「東海タクシー」「三光運輸」「高田交通」

の５社のタクシー事業者が運行しています。 

「大船渡タクシー」「カンノタクシー」「東海タクシー」は中心部を、「三光運輸」は越喜来 

地区を、「高田交通」は末崎地区を拠点として営業しており、日頃市地区、綾里地区及び吉浜 

地区には営業所がないため、迎車に時間を要する状況にあります。 

市では、平成 27 年度から、市内タクシー事業者と連携し、交通空白地域を補完するタクシ 

ーチケット配布事業を実施しています。 

オ デマンド交通（日頃市地区・越喜来地区・末崎地区） 

日頃市地区では、平成 26 年度にコミュニティバスの運行の実証実験を行いましたが、地

域内のみ運行となっていたことから、利用者の利便性向上を図るため、再度検討を行い、平

成 27 年 10 月１日から地域内及び市内中心部へのデマンド交通の実証実験を開始しました。

利用者も年々増加し、地域に定着してきていることから本格運行しています。 

    越喜来地区では、令和２年３月 31 日をもって岩手県交通㈱が運行していた「崎浜線」が 

利用者の減少や運転手不足等の理由から廃止となったことに伴い、その代替交通として令和 

３年 10 月１日からデマンド交通の実証実験を開始しています。令和６年 10 月１日より本格 

運行を開始し、国庫補助「地域内フィーダー系統補助事業」を活用し、市民の交通手段を存  

続させていくこととします。 

 末崎地区では、令和４年 12 月 29 日をもって岩手県交通㈱が運行していた「細浦経由高田 

線」が廃止となったことに伴い、その代替交通として令和６年 10 月１日からデマンド交通 

の実証実験を開始しています。 

 更に、今後、日頃市地区や越喜来地区、末崎地区だけでなく、他の地区においてもデマン 

ド交通の導入を検討していくこととし、国庫補助「地域内フィーダー系統補助事業」を活用  

し、交通手段の確保維持を図っていくこととします。 
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カ 患者輸送車・スクールバス 

患者輸送車は、旧三陸町で居住地と各地区の診療所をつなぐ３系統を運行しています。 

スクールバスは、学校の統合などにより、遠距離通学となる児童・生徒を対象として運行 

しています。令和２年度には４校、令和３年度には２校の中学校が統合したことにより、現 

在は 14 路線で運行しています。 

 

 

 

公共交通網の現状 

N 
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（２）交通空白地域の実態 

岩手県交通㈱のダイヤ改正による路線の廃止や短縮に伴い、公共交通が運行しなくなった地 

  域を患者輸送車やデマンド交通等で交通支援を行っていますが、全ての地域をカバーできてい 

  ません。 

公共交通（鉄道、ＢＲＴ、路線バス、デマンド交通、患者輸送車、タクシーチケット配布）

のカバーエリア内における公共交通カバー率の合計は 97.2％、交通空白地域率の合計は 2.8％

となっています。 

なお、三陸町以外の地区については、地区全体を対象とした公共交通事業を実施しているた 

め、交通空白地域とはしていません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通空白地域の実態 

地 区 名 公共交通カバー率 交通空白地域率 高齢者カバー率 

中 心 地 区 

（盛・大船渡・猪川地区） 

100.0％ 0.0％ 100.0％ 

末 崎 地 区 

赤 崎 地 区 

立 根 地 区 

日頃市地区 

綾 里 地 区  83.4％  16.6％ 86.4％ 

越喜来地区 85.4％ 14.6％ 85.0％ 

吉 浜 地 区 80.5％ 19.5％ 82.9％ 

合 計 97.2％ 2.8％ 97.3％ 

 

※交通空白地域…一定距離に駅やバス停などがない地域を指します。 

【算出方法】 

〇公共交通カバー率 

駅から１㎞又はバス停から 500ｍ以内に含まれる居住人口（H27 国勢調査 500ｍメッシュ）を地

区ごとに算出し、地区別の総人口で除したもの。（500ｍメッシュ人口／地区別総人口） 

〇交通空白地域率 

 公共交通が対応していない区域の割合を示すもの。（100％－公共交通カバー率） 

〇高齢者カバー率 

 公共交通カバーエリア内の 65 歳以上の人口を地区別の 65 歳以上の人口で除したもの。 

 （500ｍメッシュ 65 歳以上人口／地区別 65 歳以上人口） 
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 （３）公共交通運行の実態 

ア 運行本数等 

路線バスの路線別１日当たりの運行本数は２便～８便で、立根田谷線、患者輸送車、日頃 

市地区及び越喜来地区のデマンド交通は平日のみ運行しています。 

日頃市地区、末崎地区では地区内と市内中心部を結ぶデマンド交通が運行し、越喜来地区  

では、崎浜地域内と三陸駅や市役所三陸支所を結ぶデマンド交通が運行しています。 

 公共交通運行の実態 

交通機関 路線名等 
便数 乗車人数（人／日） 

平日 休日 平日 休日 

鉄道 三陸鉄道リアス線 22 便 22 便 225 人 

ＢＲＴ 大船渡線 53 便 53 便 198 人 

 

大船渡住田線 ７便 ３便 22.4 人 20.2 人 

立根田谷線 ４便  3.7 人  

丸森立根線 ８便 ８便 39.3 人 35.5 人 

綾里外口線 ７便 ５便 26.6 人 24.0 人 

デマンド交通 

日頃市地区デマンド交通 ６便  3.9 人  

越喜来地区デマンド交通 ７便  1.6 人  

末崎地区デマンド交通 ７便  ―  

患者輸送車 

綾里地区患者輸送車 ４便  5.6 人  

越喜来地区患者輸送車 ５便  8.4 人  

吉浜地区患者輸送車 ２便  3.1 人  

資料︓路線バス乗⾞⼈数「令和２年度路線バス乗降調査」 
資料︓デマンド交通・患者輸送⾞の乗⾞⼈数「令和２年度実績」 

越喜来地区デマンド交通は令和３年 10 月〜11 月分 
吉浜地区患者輸送⾞は令和３年４月〜９月分 
 

交通機関 申請人数 利用率 

タクシーチケット配布 312 人 48.0％ 

資料︓タクシーチケット配布事業申請⼈数及び利⽤率「令和２年度実績」 
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イ ＪＲ大船渡線ＢＲＴ 

  令和２年度の平均通過人員（１日１㎞当たりの平均輸送量）は 198 人で、令和元年度と 

比較し大きく下回っています。令和元年度までは大きな変動もなく推移していましたが、

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による利用者の減少が原因と思われます。 

  また、令和２年度の駅別の平均通過人員は、盛駅が 171 人と最も多く、令和２年３月に 

開業した田茂山駅と地ノ森駅については増加しましたが、大船渡丸森駅は減少しています。 

ＢＲＴの利用状況 

 

  

平均通過人員       (人） 

区間 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

気仙沼～盛駅 250 314 276 254 272 274 198 

※平均通過人員は区間及び営業キロを基に１日１㎞当たりの通過人数を表す 
 

 

駅別の平均通過人員 

駅名 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

盛駅 226 272 248 222 220 226 171 

田茂山駅           6 11 

地ノ森駅           7 14 

大船渡駅 46 56 59 62 66 71 46 

大船渡魚市場前駅   8 10 10 11 6 5 

下船渡駅 18 29 26 23 22 20 15 

大船渡丸森駅           8 5 

細浦駅 21 29 26 23 22 20 11 

碁石海岸口駅 23 32 29 24 24 28 23 

合 計 334 426 398 364 365 392 301 

※田茂山駅、地ノ森駅、大船渡丸森駅については、令和２年３月 14 日に開業 

資料︓JR 東日本「路線別平均通過⼈員（2020 年度）気仙沼-盛間」   

     

（人） 
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ウ 三陸鉄道リアス線 

  平成 26 年度の運行再開から乗降人員は年々減少傾向にありましたが、平成 31 年３月の 

リアス線全線開通により一時的に増加となりました。 

しかし、令和元年の台風 19 号による被害や、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響

による団体利用のキャンセルや、少子化による生徒数の減少などにより、令和２年度の乗

降人員は大幅に減少しています。 

三陸鉄道の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内各駅乗降人員      (人） 

駅名 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

盛駅 79,780 67,662 58,348 57,763 57,193 72,320 45,125 

陸前赤崎駅 1,247 916 1,112 775 679 1,599 1,766 

綾里駅 15,219 17,232 18,833 21,693 20,363 20,336 18,306 

恋し浜駅 940 1,392 1,588 1,315 1,196 1,315 1,446 

甫嶺駅 1,663 2,952 3,685 2,995 3,112 3,730 2,133 

三陸駅 8,285 8,782 7,972 6,962 8,402 7,209 6,677 

吉浜駅 5,953 5,533 3,383 5,780 7,742 4,601 6,597 

合 計 113,087 104,469 94,921 97,283 98,687 111,110 82,050 

資料︓三陸鉄道㈱    
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エ 路線バス 

（ア） 利用者数の推移 

現在運行している路線バスは、丸森立根線・綾里外口線、立根田谷線の３路線となって 

います。 

平成 27 年度前期において、綾里線及び外口線を一本化し、綾里外口線としました。 

１月当たりの利用者数の推移は、全ての路線で減少傾向となっているほか、各年度とも 

    後期（10 月～翌年３月）よりも、前期（４～９月）のほうが多い傾向となっています。 

 

路線別利用者数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3,672
3,403 3,478

2,805
2,911 2,9603,309

2,148

3,177

1,685

2,792
2,3642,584 2,462 2,551

2,396 2,133 2,061

475 554 558 472 483 373

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成27年度前期 平成27年度後期 平成28年度前期 平成28年度後期 平成29年度前期 平成29年度後期
碁石線 丸森⽴根線 綾⾥外⼝線 ⽴根⽥⾕線

（⼈／月）

 

4,590

3,570 3,767

2,530 2,676 2,446

3,103
2,541 2,696

2,020 2,097
1,841

3,465

2,003 2,080
1,629 1,734 1,634

345 358 352 311 316 213
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成30年度前期 平成30年度後期 令和元年度前期 令和元年度後期 令和2年度前期 令和2年度後期
碁石線 丸森⽴根線 綾⾥外⼝線 ⽴根⽥⾕線

（⼈／月）
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（イ） 経常費用・経常収益・収支率 

路線別に収支状況の推移をみると、碁石線では経常費用が増加傾向となっているのに対 

し、経常収益が減少傾向にあるため、収支率が低下しています。 

丸森立根線では経常費用が平成 29 年度に大幅に増加し、以降横ばいの傾向となってい

ます。経常収益は減少傾向にあるため、収支率が低下しています。綾里外口線では経常費

用が平成 29 年度をピークに減少傾向にあるものの、経常収益も減少傾向にあるため、収支

率が低下しています。 

立根田谷線では経常費用は横ばいの傾向にあるのに対し、経常収益が大幅な減少傾向に 

あるため、収支率が大きく低下しています。 

令和２年度の収支率は、平成 28 年度と比較し、碁石線では 14.7 ポイント、丸森立根線 

    では 33.5 ポイント、綾里外口線では 2.4 ポイント、立根田谷線では 38.2 ポイント減少

と、収支率の悪化が顕著となっています。 

路線別収支状況（経常費用・経常収益・収支率） 
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  オ タクシーチケット配布 

    平成 27 年度からタクシーチケットの配布を行っています。 

    平成 29 年度までは額面金額の約半額で販売していましたが、平成 30 年度からは地域ごと 

   に枚数を限定して無料で配布しています。また、令和元年度からは、運賃 1,000 円以上で 500 

円のチケットが利用できる仕組みとしています。 

タクシーチケット使用状況 

         

  

枚 
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カ デマンド交通 

 日頃市地区で運行しているデマンド交通は、平成 27 年度から実施しており、往復３便の

運行を、平成 31 年４月に往路４便、復路２便に変更するなど、利用者の需要に合わせて運行

しています。 

日頃市地区デマンド交通利用状況（行先別） 

           

キ 患者輸送車 

  平成 27 年 11 月から患者輸送車への一般混乗の実証実験を実施しています。 

    令和２年度の越喜来地区患者輸送車は、令和元年度末に廃止となった路線バス「崎浜線」

の代替交通として、一般利用者が大幅に増えました。 

患者輸送車の利用状況（地区別） 

    
※吉浜地区においては、令和２年度の数値のみのため、グラフは省略（令和２年度 528 ⼈（⼀般と患者を合算した数値）） 
  

  

⼈ 

⼈ ⼈ 
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２．地域概要 

（１）人口動態 

ア 人口の推移 

本市の人口は、昭和 55 年をピークに減少を続けており、平成 22 年以降も状況は変わら

ず、令和３年４月には 34,730 人となっています。 

また、年齢階層別の人口割合は、年少人口（0～14 歳）が 3,318 人（9.6％）、生産年齢

人口（15～64 歳）が 18,181 人（52.3％）、老年人口（65 歳以上）が 13,231 人（38.1％）

となっています。 

年少人口と生産年齢人口が減少しているのに対し、老年人口は平成 30 年まで徐々に増

加傾向にあり、平成 31 年以降は減少しています。 

 

人口の推移 

 
                                    資料︓⼤船渡市統計書「⼤船渡市住⺠基本台帳⼈⼝」 
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イ 地区別人口の推移 

地区別の人口は、平成 23 年の東日本大震災の影響により大きく変化しています。 

被害の大きかった臨海部の大船渡地区、末崎地区、赤崎地区、越喜来地区の人口は急激な

減少となっています。その後、減少幅は緩やかになったものの減少傾向が続いています。 

日頃市地区、綾里地区、吉浜地区の人口は、東日本大震災前の傾向が続き、微減傾向とな

っています。一方、猪川地区と立根地区の人口は、東日本大震災直後に急激に増加しました

が、猪川地区は平成 25 年に、立根地区は平成 29 年に減少に転じています。盛地区の人口は、

減少傾向から一転して横ばいになっています。 

 

地区別人口の推移（各年 10 月１日） 

 
  資料︓⼤船渡市統計書「⼤船渡市住⺠基本台帳⼈⼝」  
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ウ 将来人口推計 

大船渡市人口ビジョンにおいて、本市の将来人口推計は、令和 42年の総人口が 20,148 人、

年齢三区分別人口では、年少人口が 2,428 人、生産年齢人口が 8,740 人、老年人口が 8,980

人となっています。 

令和 42 年の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計

と比較して 6,101 人、市の方が多く推計しているものの、全体として減少傾向は変わらず、

歯止めがかかるまでには、かなりの時間を要するものと推測されています。 

 

将来人口推計 

 

                                          資料︓⼤船渡市⼈⼝ビジョン「独⾃の将来⼈⼝推計（パターン１）」 
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（２）施設分布状況 

ア 病院・診療所 

市内中心部とその周辺には、総合病院（県立大船渡病院）を始め、医療機関が点在する 

一方、旧三陸町地区には、診療所が各地区に１か所ずつ立地しています。 

郊外部の市民は、中心部まで通院する必要があります。 

イ 商業施設 

交通結節点として位置付けている盛地区には大規模商業施設であるサン・リアショッピ 

ングセンター、大船渡駅周辺地区にはキャッセン大船渡等の商業施設が集積し、その他の 

地区には商業施設が点在しており、中でも立根地区に多く立地しています。 

ウ 学校 

高校は猪川地区と立根地区に立地しており、郊外部からの通学には移動手段の確保が必 

要となります。 

施設分布状況 

 

⼤船渡市防災観光交流センター 

県⽴⼤船渡病院 

サン・リア ショッピングセンター 

キャッセン⼤船渡 

県⽴⼤船渡東⾼等学校 

県⽴⼤船渡⾼等学校 

JR ⼤船渡線 BRT ⼤船渡駅 

三陸鉄道盛駅 

越喜来診療所 

綾⾥診療所 

吉浜診療所 

三陸サイコー商店街 
 

デイリーポート新鮮館⼤船渡店 

マイヤ⼤船渡店 

マイヤ⼤船渡インター店 
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（３）観光振興 

ア 観光入込客数の推移 

観光入込客数は、平成 26 年までは被災地支援や復興需要などにより増加しましたが、平

成 27 年以降、平成 30 年まで減少傾向となっています。令和元年は、観光誘客の取組の成

果などにより、789 千人まで増加しました。 

しかし、令和２年は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、前年比 46％減の

430 千人と大幅に減少しました。平成 26 年と比較すると、観光入込客数が 695 千人、碁石

海岸においては、539 千人減少している状況です。 

 

観光入込客数の推移 

 
                                                資料︓⼤船渡市統計書「観光客⼊込状況」 
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（４）地区別の概況 

ア 中心地区【盛地区・大船渡地区・猪川地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（現 状） 

〇市の中心地区であり、市役所・病院・商業施設が集積しています。 

〇大船渡地区は、「まちづくり」と「交通」が一体となった地域公共交通サービスの提供や「ま

ちづくり」に対応した交通体系を構築するための重要なエリアです。 

〇鉄道・ＢＲＴ・路線バス・タクシー等、全ての交通手段が利用可能な環境となっています。 

〇県立大船渡病院～サン・リア SC 間は、市内の路線バス全線が経由しており、運行本数が多

い地区です。 

〇民間団体が週２回の買い物送迎サービス（無料）を実施しています。 

〇タクシーチケットの配布対象地区となっています。 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満

地区面積 46.10 ㎢（盛 5.29 ㎢、大船渡 14.38 ㎢、猪川 26.43 ㎢） 

地区人口 15,187 人（男性：7,217 人、女性：7,970 人） 

65 歳以上 5,540 人 

世帯数 7,009 世帯（1世帯当たり人数：2.2 人） 

R3.4 月時点 

 

 

 

中心地区の現況図 

地区面積 46.10 ㎢（盛 5.28 ㎢、大船渡 14.34 ㎢、猪川 26.36 ㎢） 

地区人口 15,187 人（男性：7,217 人、女性：7,970 人） 

65 歳以上 5,540 人 

世帯数 7,009 世帯（1世帯当たり人数：2.2 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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イ 末崎地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（現 状） 

〇ＢＲＴは細浦駅・碁石海岸口駅があり、他地域と比べＢＲＴが利用しやすい環境にありま

す。 

〇令和６年９月で路線バス「碁石線」の碁石海岸から丸森バス停間が廃止となり、令和６年

10 月からデマンド交通の実証運行を実施しています。 

〇民間団体が月１回の買い物送迎サービス（無料）を実施しています。 

 

末崎地区の現況図 

地区面積 14.89 ㎢ 

地区人口 3,930 人（男性：1,894 人、女性：2,036 人） 

65 歳以上 1,628 人 

世帯数 1,548 世帯（1世帯当たり人数：2.5 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1人以上 100 人未満



 

－23－ 

ウ 赤崎地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現 状） 

〇合足～上蛸ノ浦間の市道沿いは、住居が少なく、交通需要も少ない状況です。 

〇路線バスは「綾里外口線」のみとなっており、三陸鉄道陸前赤崎駅から離れた地域にとって

唯一の公共交通手段であり、必要性は高い状態となっています。 

〇タクシーチケットの配布対象地区となっています。 

 

赤崎地区の現況図 

地区面積 28.81 ㎢ 

地区人口 4,086 人（男性：1,967 人、女性：2,119 人） 

65 歳以上 1,542 人 

世帯数 1,670 世帯（1世帯当たり人数：2.4 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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エ 立根地区 

  

 

 

 

 

 

 

（現 状） 

〇商業施設が多く立地しており、交通量も多い地区となっています。 

〇高校も立地し、公共交通機関を通学に利用している生徒もあり交通需要が大きい地区です。 

〇タクシーチケットの配布対象地区となっています。 

立根地区の現況図 

地区面積 21.84 ㎢ 

地区人口 4,130 人（男性：1,980 人、女性：2,150 人） 

65 歳以上 1,398 人 

世帯数 1,727 世帯（1世帯当たり人数：2.4 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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  オ 日頃市地区 

  

 

 

 

 

 

 

 

（現 状） 

〇デマンド交通の運行により、地区内全域をカバーしています。会員登録制（令和３年９月時

点 101 人登録）とし、１乗車 500 円（地区内）、1,000 円又は 1,500 円（地区外）で料金を

設定しており、利用が定着してきています。 

日頃市地区の現況図 

地区面積 74.13 ㎢ 

地区人口 1,741 人（男性：841 人、女性：900 人） 

65 歳以上 733 人 

世帯数 686 世帯（1 世帯当たり人数：2.5 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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   カ 綾里地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現 況） 

〇三陸鉄道が中心地区との幹線交通となっており、各地域と駅や交通拠点を結ぶ患者輸送車が

運行されています。 

〇路線バス「綾里外口線」が運行していますが、地区内での利用は特に少ない状況です。 

〇患者輸送車（無料）の一般混乗化を実施しており、地域に定着しています。 

地区面積 34.69 ㎢ 

地区人口 2,314 人（男性：1,130 人、女性：1,184 人） 

65 歳以上 988 人 

世帯数 853 世帯（1 世帯当たり人数：2.7 人） 

R3.4 月時点 

綾里地区の現況図 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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  キ 越喜来地区 

 

 

 

 

 

 

 

（現 況） 

〇幹線交通である三陸鉄道が運行しています。 

〇患者輸送車（無料）の一般混乗化を実施しており、地域に定着しています。 

〇令和２年４月に路線バス「崎浜線」が廃止となり、令和３年 10 月からデマンド交通の実証

実験運行を実施しており、令和６年 10 月から本格運行を開始しています。 

 

越喜来地区の現況図 

地区面積 53.51 ㎢ 

地区人口 2,176 人（男性：1,052 人、女性：1,124 人） 

65 歳以上 910 人 

世帯数 938 世帯（1 世帯当たり人数：2.3 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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  ク 吉浜地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現 況） 

〇幹線交通である三陸鉄道が運行しています。 

〇患者輸送車等が地域に定着しています。 

〇民間団体が週１回の買い物送迎サービス（無料）を実施しています。 

吉浜地区の現況図 

地区面積 48.66 ㎢ 

地区人口 1,166 人（男性：560 人、女性：606 人） 

65 歳以上 492 人 

世帯数 459 世帯（1 世帯当たり人数：2.5 人） 

R3.4 月時点 

 

 人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1 人以上 100 人未満
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３．利用者アンケート調査概要 

【調査の概要】 

本市における現状の地域公共交通の問題点・課題、交通サービスに対する評価等、今後の 

公共交通施策に生かすため、市が実施している交通サービスを実際に利用している市民を対 

象にアンケート調査を実施しました。 

また、三陸鉄道㈱が実施した高校生アンケートについても、本計画の施策推進の参考とす 

るため、調査結果をいただきました。 

【調査結果概要】 
（単位：人・％）

調　　査 対象者 回答者 回答率 調査時期

タ ク シ ー チ ケ ッ ト 278 186 66.9% 令和３年９月

日頃市地区デマンド交通 101 48 47.5% 令和３年９月

患 者 輸 送 車 150 40 26.7% 令和３年９月

大 船 渡 高 校 全生徒 364 100% 令和３年１月

大 船 渡 東 高 校 全生徒 315 100% 令和３年１月

　公共交通利用者アンケート

　高校生アンケート

 

  ≪公共交通利用者アンケート≫ 

① 年齢を教えてください。 

年代 人数 割合
1 20歳未満 0 0.0%
2 20歳代 1 0.4%
3 30歳代 0 0.0%
4 40歳代 1 0.4%
5 50歳代 6 2.2%
6 60歳代 11 4.0%
7 70歳代 49 17.9%
8 80歳以上 206 75.2%
 回答数 274    

対象者が 75 歳以上となるタクシーチケットの利用者の回答が多いこともあるが、市が実施している交 
通サービスの利用者は 70 歳代以上の高齢者が 93.1％と利用者のほとんどを占めています。 

② 利用している目的を教えてください。 

目的 人数 割合
1 買い物 38 17.2%
2 通院 176 79.6%
3 通勤/通学 0 0.0%
4 趣味/娯楽 1 0.5%
5 その他 6 2.7%

 回答数 221    

通院の利用が 79.6％と最も多く、次に買い物が 17.2％と、二つを合わせると目的のほとんどを占めて 

います。 

  

20歳代, 0.4 40歳代, 0.4
50歳代, 2.2

60歳代 4.0

70歳代, 17.9

80歳以上
75.2

買い物, 17.2

通院, 
79.6

趣味/娯楽, 0.5 その他, 2.7



 

－30－ 

③ タクシーチケット利用者の満足度 

項目 人数 割合
1 満 足 7 9.9%
2 やや満足 18 25.4%
3 ふ つ う 22 31.0%
4 やや不満 20 28.2%
5 不 満 4 5.6%

 回答数 71
  

ふつうが 31.0％と最も多く、次に、やや不満が 28.2％、やや満足が 25.4％となっています。 

 

④ デマンド交通利用者の満足度 

項目 人数 割合
1 満 足 2 10.0%
2 やや満足 2 10.0%
3 ふ つ う 4 20.0%
4 やや不満 4 20.0%
5 不 満 8 40.0%

 回答数 20
  

不満が 40.0％と最も多く、次に、ふつうとやや不満が 20.0％となっています。 

 

⑤ 患者輸送車利用者の満足度 

項目 人数 割合
1 満 足 14 46.7%
2 やや満足 5 16.7%
3 ふ つ う 7 23.3%
4 やや不満 4 13.3%
5 不 満 0 0.0%

 回答数 30   

満足が 46.7％と最も多く、次に、ふつうが 23.3％、やや満足が 16.7％となっています。 

 

⑥ 公共交通を確保・維持していくために取り組めることを教えてください。 

取組内容 人数 割合
1 何もできない（わからない） 67 32.1%
2 公共交通を積極的に利用する。 83 39.7%
3 地域の足を守るため地域で話し合う場を設ける。 25 12.0%
4 地域内を運行する組織を立ち上げる。 30 14.4%
5 その他 4 1.9%

 回答数 209
  

公共交通を維持するためには、積極的に利用することが良いと思っている人が最も多く 39.7％となっ 
ています。 

満足 9.9

やや満足
25.4

ふつう 31.0

やや不満
28.2

不満 5.6

満足 10.0
やや満足

10.0

ふつう
20.0

やや不満 20.0

不満
40.0

満足
46.7

やや満足 16.7

ふつう
23.3

やや不満
13.3

不満 0

0 50 100

わからない
積極的な利用

話し合い
地域内運行の…

その他
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≪高校生アンケート≫ 

① 登校時の交通手段（複数回答） 

交通手段 人数 割合
1 三陸鉄道 43 4.7%
2 JR大船渡線BRT 69 7.6%
3 路線バス 102 11.2%
4 自家用車（送迎） 390 42.9%
5 自転車 121 13.3%
6 徒歩 184 20.2%
7 その他 1 0.1%

 回答数 910   
複数回答のため移動手段を組み合わせる場合もあるが、自家用車で送迎される生徒が 42.9％と最も多 

く、公共交通である三陸鉄道、ＢＲＴ、路線バスを利用する生徒は 23.5％となっています。 
 

② 三陸鉄道を利用している理由（複数回答） 

理由 人数 割合
1 自宅から駅まで近い 14 15.1%
2 駅から学校まで近い 7 7.5%
3 他の交通手段がない 26 28.0%
4 運行本数が多い 1 1.1%
5 登校時間と合っている 23 24.7%
6 下校時間と合っている 9 9.7%
7 他の交通機関との乗り継ぎが便利 1 1.1%
8 運賃が安い 0 0.0%
9 駅や車内の環境が良い 3 3.2%
10 駅に駐輪場がある 0 0.0%
11 友達や兄弟・姉妹が利用 9 9.7%
12 その他 0 0.0%

 回答数 93   
他の交通手段がないために利用している生徒が 28.0％で、登下校時間と合っていると答えた生徒は合

わせて 34.4％、自宅から駅までが近いために利用している生徒が 15.1％となっています。 

 

③ 三陸鉄道を利用できるのに利用していない生徒の最寄り駅までの距離 

距離 人数 割合
1 〜500m 8 14.3%
2 〜1㎞ 9 16.1%
3 〜2㎞ 11 19.6%
4 〜3㎞ 6 10.7%
5 〜4㎞ 6 10.7%
6 〜5㎞ 4 7.1%
7 〜10㎞ 7 12.5%
8 〜15㎞ 4 7.1%
9 15㎞〜 1 1.8%

回答数 56   
最寄り駅まで 2㎞を超える生徒が 49.9％を占めています。 

  

三陸鉄道
JR

路線バス
自家用車(送迎)

自転車
徒歩

その他

0 100 200 300 400

0 10 20 30

自宅から駅まで近い
駅から学校まで近い
他の交通手段がない

運行本数が多い
登校時間と合って…
下校時間と合って…
他の交通機関との…

運賃が安い
駅や車内の環境が…
駅に駐輪場がある
友達や兄弟・姉妹…

その他

500m以下, 14.3

１㎞以下
16.1

2㎞以下
19.6

3㎞以下, 
10.7

4㎞以下, 
10.7

5㎞以下, 
7.1

10㎞以下 12.5
15㎞以下 7.1

15㎞以上1.8
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④ 三陸鉄道を利用できるのに利用していない生徒が利用する場合の最寄りの駅までの交通手段 

交通手段 人数 割合
1 路線バス 0 0.0%
2 自家用車(送迎) 29 49.2%
3 自転車 10 16.9%
4 徒歩 20 33.9%

 回答数 59    
自家用車での送迎が 49.2％と最も多く、徒歩が 33.9％となっています。 

 

⑤ 通学で三陸鉄道を利用しない生徒の理由 

理由 人数 割合
1 自宅から学校まで近い 4 3.9%
2 自宅から駅まで遠い 20 19.6%
3 駅から学校まで遠い 14 13.7%
4 他の交通手段のほうが便利 28 27.5%
5 運行本数が少ない 11 10.8%
6 登校時間と合わない 6 5.9%
7 下校時間と合わない 3 2.9%
8 他の交通機関との乗り継ぎが不便 1 1.0%
9 運賃が高い 14 13.7%
10 通学ルートに三鉄がない 1 1.0%

 回答数 102   
他の交通手段のほうが便利と回答した生徒が最も多く 27.5％となっています。 

 

⑥ どのようなことが改善されれば三陸鉄道を利用しますか。 

改善策 人数 割合
1 運 行 本 数 22 13.6%
2 運 行 ダ イ ヤ 18 11.1%
3 運 賃 31 19.1%
4 駅・路線の新設 74 45.7%
5 駅のアクセス 4 2.5%
6 駅 周 辺 整 備 5 3.1%
7 その他・応援 8 4.9%

 回答数 162   
駅・路線の新設を改善点とする意見が 45.7％と最も多く、陸前高田市まで延長してほしいという意見 

が多く寄せられました。 
また、運賃の値下げが 19.1％、運行本数の増加が 13.6％、乗継時間の短縮など運行ダイヤの改善を望 

む生徒が 11.1％でした。 

自家用車
（送迎）

49.2
自転車, 

16.9

徒歩, 
33.9

0 10 20 30

自宅から学校ま…
自宅から駅まで…
駅から学校まで…
他の交通手段の…

運行本数が少ない
登校時間と合わ…
下校時間と合わ…
他の交通機関と…

運賃が高い
通学ルートに三…

その他

0 20 40 60 80

運行本数
運行ダイヤ

運賃
駅・路線の新設

駅のアクセス
駅周辺整備

その他・応援
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４．公共交通を取り巻く課題 

（１）地区別の主な課題 

   ア 中心地区【盛地区・大船渡地区・猪川地区】 

〇各地区住民の生活パターンに合わせて市街地へ乗り入れするダイヤが組まれているた

め、中心地区においては、同じ時間に路線バスが集中し、利用しやすい環境とは言い難

い状況です。 

〇鉄道・ＢＲＴ・路線バスが結節する交通拠点である盛駅は、三陸鉄道とＢＲＴの起終点 

駅で、路線バスとの接続性を高めるため交通事業者間での調整が重要となっています。 

   イ 末崎地区 

〇ＢＲＴと路線バスとのすみ分け・役割分担を明確にする必要があります。 

〇碁石海岸は重要な観光資源であり、観光客の利便性を考慮した交通ネットワークの検討 

が必要です。 

   ウ 赤崎地区 

〇三陸鉄道の「陸前赤崎駅」周辺では道路整備が進められており、新たなまちの形成に合 

わせた交通体系の構築が今後必要となります。 

〇合足～外口間は人口・施設が少なく、路線バスの見直し・改善の検討が必要となってい 

ます。 

   エ 立根地区 

〇鉄道・ＢＲＴ・路線バスの接続に関し、通学需要に対応した運行ダイヤ・ルートが設定 

されてはいますが、盛駅からの乗り継ぎ時間の短縮等、更なる利便性の向上が必要とな 

っています。 

   オ 日頃市地区 

〇デマンド交通は、利便性を更に向上させるために、運行内容や運行ダイヤなどを地域や 

タクシー事業者と調整しながら検討していく必要があります。 

〇路線バスは、「大船渡住田線」が運行していますが、令和２年度の１便当たりの乗車人 

数が 8.3 人と少なく、国庫補助路線としての運行継続が課題となっています。 

   カ 綾里地区 

〇路線バス「綾里外口線」は、市内路線バスの中で路線維持に係る市の負担額が最も多い 

状況ですが、生活に不可欠な路線として国庫補助「地域内フィーダー系統補助事業」を 

活用しながら、交通手段を存続させていく必要があります。 

〇利用者負担の公平性の観点から、患者輸送車の在り方の検討を行う必要があります。 

   キ 越喜来地区 

〇デマンド交通の運行内容等の見直し・改善に加え、利用者負担の公平性の観点から、患 

者輸送車の在り方の検討を行う必要があります。 

〇三陸鉄道とデマンド交通との接続、ダイヤ見直し、運賃割引等の検討も併せて行う必要 

があります。 

   ク 吉浜地区 

〇三陸鉄道と患者輸送車等との接続に関し、需要に対応した運行ダイヤの見直しを検討 

 する必要があります。 
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 （２）全市的な視点からの課題 

課題① まちづくりに対応した柔軟な交通体系の構築 
 

東日本大震災の影響に伴い、沿岸部から立根地区・猪川地区への転居等、人口分布が変化

しています。立根地区・赤崎地区への商業施設の立地に伴い、市内の移動特性・ニーズが変

化しています。 

地域間幹線として大船渡住田線（旧中井線）が、本市と住田町との間で通院や通学などの

交通手段として運行されています。 

今後は、「まちづくり」と「交通」が一体となった地域公共交通サービスの提供や、バス路

線の経路、便数等の効率化など、まちづくりに柔軟に対応しながら交通体系を構築していか

なければなりません。 

また、地域公共交通の需要調整、サービス水準の見直しや、まちを支える持続可能な交通

体系の構築など、まちの発展に寄与する持続可能な交通体系を構築していく必要があります。 

  

課題② 人口減少・高齢化に対応した移動手段の確保 

 

   年齢構成の変化を見ると、老年人口の割合が増加傾向となっています。 

  将来人口推計では、令和 27 年まで増加傾向となっており、特に平成 27 年～令和 7年の増

加が顕著に見られます。また、令和 32 年以降は横ばいの傾向となると想定されています。 

超高齢社会の到来により、「バス停まで歩けない」など、鉄道・路線バスの地域公共交通を

利用できない方々の増加が懸念されます。 

自家用車による送迎が選択肢の一つとして定着しており、家族・知人等の負担増加も懸念

されています。 

今後は、高齢者が生活する上でのお出かけ機会を確保し、人口減少と急激な高齢化に対応

した交通サービスの提供や、高齢者の運転免許返納後の外出機会の創出に取り組んでいく必

要があります。 

 

  課題③ 地域公共交通サービス水準の不均衡・地域格差の是正 
 

    盛・大船渡地区等の中心地区においては、三陸鉄道・ＢＲＴ・路線バス・タクシー等、各 

交通サービスを利用できる環境にありますが、綾里・吉浜地区及び越喜来地区の一部につい 

ては、地域内移動手段は無料の患者輸送車のみとなっています。 

市の中心部である盛地区では、１日に三陸鉄道が 22 便、ＢＲＴが 53 便、路線バスが 40 便 

運行しています。それに対し、綾里・越喜来・吉浜地区では、三陸鉄道が 22 便、路線バスが 

３便、患者輸送車が２～５便の運行となっています。 

各地区から県立大船渡病院まで向かう場合の所要時間を中心地区と比較すると、綾里・越 

喜来・吉浜地区では、約 20 分もの時間を余計に要してしまいます。 

また、綾里・越喜来・吉浜地区から県立大船渡病院までの料金は、最低でも片道 600 円（三 

陸鉄道：綾里駅～盛駅 400 円、路線バス：盛駅前～県立大船渡病院 200 円）で、往復 1,200

円となるため、利用者の負担が大きい状況です。 

なお、中心地区内においても急な坂、道路幅が狭いなど、地形的な課題もあり、公共交通 

   が運行しにくいエリアが存在しています。 
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今後は、地域の多様な輸送資源も有効活用し、移動のしやすさ（アクセシビリティ）や地 

域公共交通のサービス水準の格差の解消を図っていく必要があります。 

 
  課題④ 利用者ニーズに対応した多様な交通手段の連携・強化 

 

令和２年度末時点の通学での乗り継ぎでは、ＢＲＴの 7:37 盛駅着や三陸鉄道の 7:33 盛駅

着を利用すると、高校行きのバスが 7:47 発と平成 27 年度末時点から比べると待ち時間が短

縮されています。 

学校からの帰宅時、18:20 盛駅発の三陸鉄道、18:21 盛駅発のＢＲＴに乗車するためには、

17:34 盛駅着の路線バスを利用する必要があります。 

病院への乗り継ぎでは、ＢＲＴの 7:22 と 7:37 盛駅着や三陸鉄道 7:33 盛駅着を利用する

と、病院行きのバスが来るまで 30 分以上待つことになります。 

公共交通利用者アンケート調査では、公共交通を確保・維持していくために取り組めるこ

とについて、「公共交通を積極的に利用する」が最も多い結果となっています。 

高校生の三陸鉄道利用に当たっての改善要望は、「駅・線路の新設」、次いで「運賃」、「運

行本数」について要望が多くなっています。 

利用者アンケート調査で出された意見の中で、「三陸鉄道の時間に合わせてバスをもっと

出してほしい。」など、乗り継ぎの改善要望が多く、現状では各交通手段の乗り継ぎ環境が十

分整備されていません。 

今後は、学生や高齢者のニーズに合わせ、鉄道、ＢＲＴ、路線バスの乗り継ぎ接続等に配

慮したダイヤ設定とするなど、利用者目線に立った交通拠点、環境づくりが必要となってい

ます。 

 

  課題⑤ 地域公共交通の利用方法等における分かりやすい情報提供 

 

    公共交通利用者アンケート調査では、公共交通利用促進・ＰＲ周知に関しての評価につい

て、「満足」、「やや満足」と回答した割合 8.4％（23 人）に対して、「やや不満」、「不満」と

回答した割合 10.2％（28 人）となっています。 

    鉄道、ＢＲＴ、路線バスの駅や停留所、車内では、各交通手段の運行時間、ダイヤ、乗り

継ぎ案内が十分できていない状況です。 

    今後は、「知ってもらい、選んで使ってもらえる」ための情報提供や案内など、運行ルート

等に係る情報発信が必要です。 

    また、利用促進を図るためのモビリティマネジメントも必要となっています。 

 

 

 

  

※モビリティマネジメント 

一人一人のモビリティ（移動）が社会的にも個人的にも望ましい方向に自発的に変化することを促す、コミュ

ニケーションを中心とした交通政策です。 

地球温暖化防止に向けた CO₂削減の必要性や、運動不足の解消、長期的にみた経済性、交通事故の危険性

等様々な面から、自家用車の過度の利用を控えるように人の心理に訴えることで、公共交通を利用するように

促す手法です。 
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  課題⑥ 利用者の減少に対応した持続可能な交通運営の維持 

 

路線バスの１日当たり乗車人数は、丸森立根線が最も多く 39.3 人、次いで碁石線が 39.0

人となっており、立根田谷線の乗車人数が最も少なく 3.7 人となっています。 

廃止路線代替バスに対する国の補助については、令和元年５月までは被災地特例国庫補助

金により欠損額が全額補助されていましたが、令和元年６月からは市の負担が生じています。

国の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を活用し、丸森立根線・立根田谷線・綾里

外口線の運行を維持させ、住民の交通手段を確保している状況です。 

国庫補助金は、平成 27 年度 2,897 万円、平成 28 年度 2,508 万円、平成 29 年度 2,812 万

円、平成 30 年度 2,686 万円、令和元年度 831 万円、令和２年度 616 万円と年々減少してお

り、今後は、国、県の支援により運行している路線バスの事業継続に努めながら、行政、交

通事業者だけでなく、地域も一体となって公共交通の存続・運営を図っていく必要がありま

す。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年度の国庫補助⾦は被災地特例国庫補助⾦（令和元年 4 月〜5 月分）と地域内フィーダー系統確保維持費補 
助⾦（令和元年 6 月〜9 月分）となっています。令和元年 10 月〜翌 9 月分は令和２年度の補助対象期間となります。 

 

  課題⑦ 他分野と連携した交通体系の構築 

 

高齢化が進んでいる中、地区内や地区外移動ができる高齢者の身体的な状況を加味した移

動サービスの在り方の検討が必要となっています。 

    新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、近年の観光客は減少していますが、今

後、観光地を周遊する観光客が増加することが予測されることから、観光客の移動手段の確

保が必要となっています。 

「三陸復興国立公園」の一つとして位置付けられている本市の代表的な景勝地である「碁

石海岸」や、陸前高田市の「高田松原津波復興祈念公園」への観光需要の増加により、本市

への誘客・周遊も考えられます。 

今後は、高齢者への移動支援サービスの提供や、地域等との協働による交通サービスを分

野横断で検討していく必要があります。 

また、観光客、来訪者に対応した交通サービスの提供や、商店街等と連携した交通サービ

スの検討が必要となっています。 

 

万円 
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第３章 基本目標・基本方針等                      
 

１．基本目標及び基本方針の設定 

本市の最上位計画である「大船渡市総合計画」との整合を図りながら、新たなまちの将来像 

を実現するための地域公共交通マスタープランとして位置付け、“市民と共に創り、誰もが安 

心して利用できる「将来まで続く交通体系」の実現”を基本目標とし、本市を取り巻く交通に 

おける課題に対し、六つの基本方針を定め、計画を推進します。 

【基本目標】 “市民と共に創り、誰もが安心して利用できる「将来まで続く交通体系」の実現” 

         ～「まち」を「交通」がつなぐことで、コンパクト＋ネットワークを形成します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．目標値の設定 

（１）目標に対する指標の設定について 

本計画では、新たに設定した基本目標・基本方針の達成状況を継続して検証していくた 

め、成果指標を中心に定量的な目標値を設定します。 

また、目標値の到達状況の経過を継続的に確認します。 

（２）指標に対する考え方 

指標の設定は、本計画の基本目標・基本方針の達成状況を的確に把握できることを基本 

とし、市民への分かりやすさや事業実施状況の定量的な計測、効果検証が適宜実施できる 

ことを条件に整理します。 

本市を取り巻く交通における七つの課題 

課題① まちづくりに対応した柔軟な交通体系の構築 

課題② 人口減少・高齢化に対応した移動手段の確保 

課題③ 地域公共交通サービス水準の不均衡・地域格差の是正 

課題④ 利用者ニーズに対応した多様な交通手段の連携・強化 

課題⑤ 地域公共交通の利用方法等における分かりやすい情報提供 

課題⑥ 利用者の減少に対応した持続可能な交通運営の維持 

課題⑦ 他分野と連携した交通体系の構築 

基本方針 

基本方針① 

地域公共交通ネットワークの再編 

基本方針② 

交通空白地域解消・地域格差の是正 

基本方針③ 

交通拠点・環境の改善 

基本方針④ 

分かりやすい・便利な交通環境づくり 

基本方針⑤ 

まちづくりと交通の連携 

基本方針⑥ 

地区・地域との連携・協働 

 

課題と基本方針の関係 
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３．市内各交通手段の位置付け 

市内の各交通手段の役割分担を明確化し、一定頻度・等間隔運行を実現する「地域間幹線 

交通」の位置付けを行うとともに、地域内の移動や幹線交通へ接続する「地域内生活交通」を 

定め、ネットワークの再構築を図ります。 

また、「地域間幹線交通」のうち、広域間の輸送は「幹線交通」とし、各地区と市中心部との 

間の輸送は「準幹線交通」として位置付けます。 

さらに、「地域間幹線交通」と「地域内生活交通」が結節する駅・バス停等は、乗り継ぎ拠点 

及びにぎわい・地域コミュニティの重要な拠点、「交通結節点」として位置付けます。 

市内各交通手段の位置付け 

階層 役割・サービスレベル 分類 路線等 範囲 

地
域
間
幹
線
交
通 

幹線交通 
一定頻度運行による高いサ
ービス水準を確保する広域
地域間交通 

鉄道 三陸鉄道リアス線 広域 

ＢＲＴ ＪＲ大船渡線ＢＲＴ 広域 

路線バス 
岩手県交通㈱ 
大船渡住田線 

広域 

準幹線交通 
各地区から市中心部へアク
セスできる重要な地域内フ
ィーダー路線 

路線バス 
岩手県交通㈱ 
綾里外口線、丸森立根線、立根田
谷線 

市内 

地域内生活交通 
幹線交通、準幹線交通と接続
して、日常生活に必要なサー
ビス水準を確保する 

路線バス 岩手県交通㈱ 

市内 
地域内 
運行バス 

地元タクシー事業者 
デマンド交通 
患者輸送車等を活用した運行 

地域の 
支え合い 

地域・市民による自主運行 
相乗り、タクシー活用 
福祉有償運送 

市街地内交通 
盛駅～商業施設～病院間の
市街地内循環路線 

路線バス 
岩手県交通㈱ 
市街地循環路線バス（新規） 

市内 

交通結節点 

市内ネットワークの中心と
なる「市街地交通拠点」、幹線
と支線が接続する「地域内交
通拠点」 

市街地 
拠点 

盛駅、大船渡駅（交通広場） － 

地域内 
拠点 

（三陸鉄道リアス線） 
陸前赤崎駅、綾里駅、恋し浜駅、甫嶺
駅、三陸駅、吉浜駅 
（ＪＲ大船渡線ＢＲＴ） 
田茂山駅、地ノ森駅、大船渡魚市場前
駅、下船渡駅、大船渡丸森駅、細浦駅、
碁石海岸口駅 

－ 
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第４章 基本方針ごとの施策                       

１．地域公共交通ネットワークの再編（基本方針①） 

   まちの変化、少子高齢化等による移動ニーズの変化など、本市を取り巻く環境変化に対応す

る交通体系の見直し・改善を図ります。 

 

  施策１ 幹線交通と準幹線交通との接続改善・サービス向上 

  ・利用者の利便性向上や更なる交流活性化に向け、交通結節点である「盛駅」や「大船渡駅」

において各交通手段（鉄道、ＢＲＴ、路線バス等）の接続を改善し、目的に適した路線に見

直します。 

・路線バスの利用者の多くは、高齢者や通院患者、免許を保有しない学生であり、利用者のニ

ーズに対応した運行ダイヤ設定になっていないところもあるため、各地区の実情に合わせた

運行ダイヤに見直します。 

 

  施策２ 交通資源を生かした地域内交通の運行 

  ・各交通手段の役割を明確化し、分かりやすく効率的な交通体系への見直し・改善を図ります。 

  ・既存路線バスを幹線交通（市と隣接市町との間又は市内の各地区間）と準幹線交通（地区内

を運行する路線バス）に区分し、その役割に見合ったメリハリの効いた交通ネットワークに

見直します。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

交通事業者間による改善件数 7 件 9 件 

※交通事業者が連携・協働できる環境づくりを行い、一体的な交通サービスの提供ができるよう、

行政と交通事業者との間で改善内容を検討します。 

【対象となる改善内容】 

１．運行ルートの変更 ２．運行ダイヤの変更 ３．駅や停留所の位置の変更 

４．駅や停留所の増設 ５．待合環境の改善 ６．乗り継ぎの改善 ７．路線図の改善 

８．公共交通マップの作成（更新） ９．見やすい時刻表の作成や見直し時の情報提供 

10．運賃や料金の変更 等 

【現況値の改善一覧】 

 １．盛駅への路線バスの乗り入れ 

 ２．運行ダイヤの変更 

 ３．駅、停留所の位置の変更 

 ４．待合環境の改善 

 ５．路線図の改善 

 ６．バスマップの作成 

 ７．見やすい時刻表の作成 
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指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

地域内フィーダー系統の利用者数 下記のとおり 下記のとおり 

   地域内フィーダー系統の利用者数 

路線名 現況値（R2） 目標値（R7） 

丸森立根線 9.3 人 10.0 人以上 

立根田谷線 3.9 人 4.0 人以上 

綾里外口線 8.8 人 9.0 人以上 

越喜来地区デマンド交通 ― 2.0 人以上 

※国庫補助「地域内フィーダー系統補助事業」を活用し、交通手段を存続させていくため、地域内 

フィーダー系統の１便当たりの利用者数についての目標値を設定します。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

市内路線バスの利用者数 65,383 人 100,000 人 

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の令和元年度の利用者数 96,855 人を基準として、 

 目標値を設定します。数値はバス事業者からの提供データを基に算出します。市内路線バスは、

立根田谷線、綾里外口線、丸森立根線の３路線となっています。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

市内路線バスの収支率 39.7％ 50.0％ 

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の平成 30 年度の収支率 46.9％を基準として目標値 

を設定します。数値はバス事業者からの提供データを基に算出します。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

市内の移動サービスに対する負担額 73,099 千円 73,000 千円 

  ※移動に関するサービス（鉄道、バス、タクシー）の利便性を向上させ、市の負担額が増加しない  

よう、収支改善を図りながら公共交通の維持・確保を目指します。 

スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 
【施策１】 

幹線交通と準
幹線交通との
接続改善・サー
ビス向上 

公共交通会議 
バス事業者 

 

【施策２】 
交通資源を 
⽣かした地域
内交通の運⾏ 

公共交通会議 
交通事業者 

 

路線の⾒直し・改善 

⾒直し 最終検証 効果検証 

地域内交通の⾒直し・改善 

⾒直し 効果検証 最終検証 
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２．交通空白地域解消・地域格差の是正（基本方針②） 

   交通空白地域を解消し交通環境格差を是正するとともに、市民が平等に交通サービスを享受

でき、気軽に外出できる交通環境の確保に向けて、交通サービスの見直しを図ります。 

   また、多様な移動需要へ対応するとともに、効率的な交通体系を確保するために、移動実態・

需要を踏まえた交通サービスの導入を図ります。 

 

  施策１ 複数の交通手段の連携によるサービスの提供 

  ・日常生活の移動手段として有効に公共交通が利用されるために、市内の交通サービスが連携

し、それぞれを組み合わせて移動できる交通サービスを提供します。 

・鉄道、ＢＲＴ、路線バス、タクシー等、既存の交通資源を組み合わせた利用運賃体系を提供

することにより、移動の選択肢増加や利便性向上を図り、公共交通の活性化につなげます。 

 

  施策２ 需要に応じた新たな交通サービスの導入・検討 

  ・交通空白地域が分散し、各地域における移動の需要や目的が異なる中で、市民の移動手段の

確保に向け、効率的かつ需要に柔軟に対応した新たな交通サービスの導入を検討します。 

・持続可能な運行サービス、体制づくりを行うとともに、交通需要が小さい地域への事業展開

（デマンド交通等）を検討します。 

 

施策３ 高齢者のおでかけ支援サービスの導入・検討 

・高齢化の進行により、バス停までの移動が困難である高齢者が増加する中で、外出機会を創

出し、地域主体による交通手段も含め、移動需要に対応した交通サービスの導入を検討しま

す。 

・タクシーチケット配布事業については、日常生活における買い物、通院等の移動に対し、「交

通空白地域」の移動が困難な高齢者を対象としており、その内容や対象条件の見直し、改善

を検討します。 

 

  施策４ 患者輸送車等の有効活用 

  ・地域内での交通環境格差の是正に当たり、現状と実態を踏まえ、患者輸送車等既存の交通手

段の活用を検討し、より効率的かつ効果的な交通サービスを確保していきます。 

 

 

 

 
※各地区の交通資源を生かした実証実験を通して、交通サービスの更なる利便性向上を目指します。 

【現況値の算出方法】 

平成 27 年の国勢調査による 500ｍメッシュ人口と、公共交通利用可能圏内の人口（駅から１

㎞又はバス停から 500ｍ圏内、デマンド交通運行地域内、タクシーチケット配布事業対象地域

内、患者輸送車運行地域内に居住する人口）から交通空白地域の割合を算出。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

交通空白地域の解消率 97.2％ 100.0％ 
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スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

【施策１】 
複数の交通⼿段 
の連携によるサー
ビスの提供 

公共交通会議 
交通事業者 

 
【施策２】 

需要に応じた新
たな交通サービス
の導⼊・検討 

公共交通会議 
タクシー事業者 

 
【施策３】 

⾼齢者のおでか
け⽀援サービスの 
導⼊・検討 

公共交通会議 
タクシー事業者 

 

【施策４】 
患者輸送⾞等 
の有効活⽤ 

公共交通会議 
交通事業者 

 
  

鉄道・BRT・路線バス・タクシー連携サービス 
 
・検証→⾒直し→実施検討を毎年度繰り返す 

デマンド交通実証実験 
 
・検証→⾒直し→実施検討を毎年度繰り返す 

タクシーチケット配布事業 
 
・検証→⾒直し→実施検討を毎年度繰り返す 
 

患者輸送⾞混乗化実証実験 
 
・検証→⾒直し→実施検討を毎年度繰り返す 
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３．交通拠点・環境の改善（基本方針③） 

   市内の路線バスを利用する際、運行時間帯により待ち時間を要することが考えられ、安心・

快適に待つことができる環境を確保することが必要です。また、時刻表や運賃等の案内の不足

は利用時の不安につながります。利用者目線に立った交通拠点・環境づくりを行い、快適に利

用できる公共交通の環境確保を目指します。 

 

  施策１ 各交通手段の乗り継ぎ拠点づくり 

  ・主要な交通結節点である「盛駅」、「大船渡駅」の乗り継ぎ案内や待合環境の整備等を推進し、

誰もが利用しやすい交通環境を整備するとともに、交通機関同士の接続性の向上を図り、本

市の玄関口としてふさわしい乗り継ぎ拠点づくりを行います。 

・鉄道、ＢＲＴ、路線バス等様々な交通資源があり、交通手段の乗り継ぎが発生することが想

定されることから、鉄道とＢＲＴ、鉄道と路線バス、ＢＲＴと路線バス等の乗り継ぎがスム

ーズに行えるよう鉄道駅・バス乗り場等の環境づくりを行います。 

 

  施策２ 情報の見やすさ・分かりやすさの改善 

  ・複数の交通手段が連携した交通体系を構築する上で、交通機関を乗り継ぎしやすい利用環境

への改善及び各交通手段の案内情報の充実に向け、運行ルート・運賃・運行時刻の情報提供

を行います。 

 

 

 

※公共交通利用者のニーズに対応した移動サービスを提供し、公共交通の利用を継続していける環 

境の構築に努めます。 

【現況値の算出方法】 

令和２年度市民意識調査において、「鉄道」「ＢＲＴ」「路線バス」が利用しやすいかという設 

問に対して、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」と回答した人を、「分からない」と 

「無回答」を除いた全体の人数で割った割合を利用者の満足度として算出。 

  

スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

【施策１】 
各交通⼿段の
乗り継ぎ拠点づ
くり 

公共交通会議 
交通事業者 

 
【施策２】 

情報の⾒やす
さ・分かりやすさ
の改善 

公共交通会議 
交通事業者 

 
 

  

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

公共交通利用者の満足度 38.0％ 50.0％ 

乗り継ぎ拠点の環境整備 

 

効果検証 

バス停提供情報の更新 
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４．分かりやすい・便利な交通環境づくり（基本方針④） 

   公共交通の見直し・改善に伴い、利用環境が変化する中で、利用者がスムーズに対応するこ

とができるよう、公共交通について周知・ＰＲを行います。 

 

施策１ 公共交通の分かりやすい情報の提供・発信 

  ・現状の利用者の見直し・改善要望を速やかに実現するとともに、新規利用者の獲得に向けて、

公共交通全体の一体的な公共交通マップの作成（更新）や乗り方案内等の情報提供資料の作

成を行います。 

  ・インターネットを活用し、パソコンやスマートフォン等で交通案内を閲覧できる情報提供の

方法について検討を行います。 

 

  施策２ 公共交通を利用しやすい環境の整備 

  ・中心市街地から離れた地域に住む市民が、買い物や通院等で気軽に外出できる環境づくりの

ため、各交通手段の割引運賃の導入を検討し、外出機会の創出や市街地の活性化に向けた支

援を行います。 

  ・誰でも気軽に公共交通が利用しやすい環境を整備するため、鉄道・バス乗り継ぎ割引、企画

乗車券の割引のほか、バスロケーションシステムや MaaS・IC カードの導入を検討します。 

 

 

 

 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

新しい交通サービスの導入件数 4 件 5 件 

※これまで実施した実証実験（デマンド交通等）の結果を通し、需要に見合った交通システムの構 

築を検討します。 

【対象となる交通サービス】 

１．コミュニティバス運行 ２．デマンドバス運行 ３．患者輸送車等の混乗化 

４．観光周遊バス ５．上限運賃制度 ６．共通運賃 ７．タクシー料金割引 

８．MaaS の導入 ９．IC カードの導入 10．自動運転化 等 

 

【過去に導入した交通サービス】 

 １．コミュニティバス運行（日頃市・末崎地区で実施） 

 ２．デマンド交通（日頃市・越喜来地区で実施） 

 ３．患者輸送車等の混乗化（綾里・越喜来・吉浜地区） 

 ４．タクシーチケット配布（日頃市・旧三陸町地区を除いた交通空白地域で実施） 

 

 

※MaaS（Mobility as a Service の略) 

複数の公共交通機関や公共交通以外の移動サービスを最適に組み合わせ、観光、小売、医療・福祉、教育等

の多様な移動以外のサービスとも連携し、一括した検索・予約・決済等を提供するサービスです。 
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※公共交通を利用する人が、迷わずに目的地に着けるよう情報提供の充実を図ります。  

【現況値の算出方法】 

令和２年度市民意識調査において、「鉄道」「ＢＲＴ」「路線バス」が利用しやすいかという設 

問に対して、「分からない」と回答した人以外の割合を公共交通の認知度として算出。 

 
 

スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

【施策１】 
公共交通の分か
りやすい情報の提
供・発信 

公共交通会議 
交通事業者 

 
【施策２】 

公共交通を利⽤
しやすい環境の
整備 

公共交通会議 
交通事業者 

 
 

 

  

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

地域公共交通の認知度 66.4％ 80.0％ 

公共交通マップによる情報提供 
インターネットによる情報発信 

運賃体系の⾒直し 運⽤開始 

 効果検証 ⾒直し 最終検証 
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５．まちづくりと交通の連携（基本方針⑤） 

   三陸沿岸地域は、まちや観光、道路ネットワーク等、様々な要素が大きく変化し続けていま

す。今後のまちの活性化に向けた観光と交通の連携、まちづくりとの整合のとれた交通ネット

ワークの形成を行います。 

  

  施策１ 観光シーズン・イベント開催時に合わせた観光交通の運行 

  ・三陸沿岸地域における観光拠点化やイベント等の実施、三陸沿岸道路の整備により、交流人

口の増加が見込まれる中、そうした動向に対応した交通サービスの導入を検討します。 

・観光客をバス利用に取り込むため、市内の観光スポットを循環運行する観光周遊バスの導入

や、観光施設の周遊にお得な乗車券やフリーパス等の販売を検討します。 

 

  施策２ まちづくりとの整合を図った交通体系の構築 

  ・まちの様相や市民のニーズが変化する中、市民の生活の足として利便性の高い公共交通を 

構築するため、変化に柔軟に対応した交通ネットワークの形成・見直し・改善を行います。 

・公共交通機関同士の乗り継ぎが容易に行えるよう、鉄道駅や地域の公共交通拠点等交通結節 

点の改善を行います。 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

休日における公共交通利用率 7.7％ 10.0％ 

※本市へ来訪する観光客が周遊できるよう観光周遊バスや、交通資源を生かした観光二次交通の 

導入を検討します。 

【現況値の算出方法】 

令和２年度に実施した岩手県交通㈱の乗降調査結果を引用し、休日乗降者数の合計値から全  

体の公共交通利用者に対する割合を算出し、休日における公共交通の利用割合を算出。 

スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

【施策１】 
観光ｼｰｽﾞﾝ・ｲﾍﾞﾝﾄ
開催時に合わせた
観光交通の運⾏ 

公共交通会議 
観光事業者 
交通事業者 

 
【施策２】 

まちづくりとの整
合を図った交通
体系の構築 

公共交通会議 
交通事業者 

 
  

協議・調整 
内容検討 

企画乗⾞券の開発・販売 

交通ネットワークの⾒直し・改善 

⾒直し 最終検証 効果検証 

※観光二次交通 

拠点となる鉄道・BRT の駅から観光地までの交通手段のこと。 
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６．地区・地域との連携・協働（基本方針⑥） 

   市民の移動手段として、地域公共交通の維持・確保は必要不可欠ですが、持続的に維持・確

保する上では、行政や交通事業者だけでなく、市民や地区・地域との連携・協働により、市全

体で支えていくことが重要です。 

   市民とともに公共交通を支える体制づくりに向けた施策展開を行います。 

 

  施策１ 地区・地域等との協働による公共交通の利用促進 

  ・市民主体で公共交通について考え、利用促進に取り組むため、意見交換会やワークショップ

等を通じて、公共交通に対する市民意識の醸成を図ります。 

  ・地元企業や商店街等と連携した交通サービス等の導入を検討し、地区・地域と共に公共交通

の利用促進を図ります。 

  

施策２ 福祉事業等と連携した公共交通の利用促進 

  ・高齢者の外出機会の創出に向け、「交通」と「福祉」の関係部署が連携し、公共交通の利用促

進や新たな交通サービス等の導入を検討します。 

・高齢者の公共交通の利用促進により、免許返納の増加による交通事故の減少や、外出機会の

増加が期待されることから、交通安全施策との連携も図りながら、「運転免許証自主返納者支

援制度」等の実施を検討します。 

 

  施策３ モビリティマネジメントの推進 

  ・「公共交通の使い方が分からない」を解消するための乗り方教室の実施や情報案内等の提供

や発信等、自動車依存からの転換に向け、公共交通の利用促進を図ります。 

・市民のモビリティ（移動）に変化を与えられるよう、公共交通の利用者側の意識変容の働き

かけに取り組みます。 

 

 

 

 

※地区・地域が主体となって地域公共交通の見直し・改善を行える環境づくりを行います。 

 

【対象となる事業内容】 

１．商業施設とタイアップした企画乗車券  ２．地区・地域懇談会 

３．高齢者バス乗車券 等 

【現況値の実施内容】 

 １．日頃市デマンド交通意見交換会（民生委員に説明） 

 ２．末崎地区住民懇談会（新たな交通手段に向けた検討） 

３．崎浜地域意見交換会（新たな交通手段に向けた検討） 

 

 

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

地区・地域等との協働事業の実施件数 3 件 5 件 
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※様々な主体と連携・協働することで、地域全体で地域公共交通を育むとともに、観光振興・市街 

地の活性化等と連動した「交通まちづくり」を推進していきます。 

【対象となる事業内容】 

１．バスの乗り方教室 ２．連携したサービス等   ３．バスパック等  

４．公共交通の利用者アンケート調査  ５．デマンド交通等の説明会 

６．その他ソフト施策（バスマップ作成等） 

【現況値の実施内容】 

 １．公共交通マップの作成  ２．デマンド交通等の説明会  ３．バスの乗り方教室 

 

スケジュール 

施策・事業 実施主体 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

【施策１】 
地区・地域等と
の協働による公
共交通の利⽤

促進 

公共交通会議 
交通事業者 
地域（市⺠） 

 
【施策２】 

福祉事業等と
連携した公共交
通の利⽤促進 

公共交通会議 
交通事業者 
市役所 

 

【施策３】 
モビリティマネジメ

ントの推進 

公共交通会議 
交通事業者 
地域（市⺠） 

 
 

  

指標 現況値（R2） 目標値（R7） 

公共交通利用促進策の実施件数 3 件 5 件 

意⾒交換会・ワークショップ等の開催 
商業施設・企業と連携したソフト施策展開 

事業者協議 
庁内協議 

福祉事業等との連携した利⽤促進 

⾒直し 最終検証 効果検証 

乗り⽅教室等モビリティマネジメントの実施 
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７．計画期間の取組 

 

 

【市内共通事項】 
・ 鉄道、BRT、路線バス、タクシー等が連携したサービスの提供 
・ 鉄道、BRT に合わせた路線バスのダイヤ調整 
・ 鉄道、BRT の各駅の乗り継ぎ拠点化・待合環境の改善 
・ 公共交通マップの作成（更新） 
・ スクールバスなど地域の輸送資源を⽣かした交通⼿段の検討 

・ 上限運賃化・共通運賃の導⼊等、新たな運賃体系の構築 
・ 企画乗⾞券・乗り継ぎ割引等、乗り継ぎ抵抗の解消 
・ ⼦ども向け、転⼊者向け等「モビリティマネジメント」の推進 
・ 観光振興・イベント時における「観光⼆次交通」への対応 
・ 市⺠・企業等関係機関との連携・協議による交通まちづくりの推進 

 

人口メッシュ

100 人以上 300 人未満

500 人以上

300 人以上 500 人未満

1人以上 100 人未満

地域内拠点 

市街地拠点 

地域内⽣活交通 

準幹線交通 

幹線交通（バス） 

幹線交通 
（BRT・鉄道） 

市街地内交通 

公共交通階層化・凡例 

【地域内交通】タクシーチケット配布 
・  
・ 対象条件を設定した上で実施 

【幹線交通】  
・  
・

 

【地域内交通】 
・ タクシー事業者・NPO 法⼈と 

連携した交通サービスの導⼊ 
・ 対象条件を設定した上で実施 

【地域内交通】丸森⽴根線・⽴根⽥⾕線 
・ 地域内フィーダー路線として維持・確保 
・ 主要施設へ直接アクセスする路線として、

 

【地域内交通】  
・ 市役所・病院・⾼校を経由する 

中⼼地区を循環するバスの検討 

【交通結節点】市街地拠点 

 

【幹線交通】⼤船渡住⽥線 
・ 住⽥⽅⾯への重要な幹線軸 
・ 地域間幹線として位置付け 

【地域内交通】日頃市地区デマンド交通 
・ ⼩型⾞両を活⽤した会員制・予約制運⾏ 
・ 上限運賃制度＋割引チケットの導⼊ 

【地域内交通】
・ 患者輸送⾞の⼀般混乗 
・ 交通空⽩地域をカバーする交通⼿段の検討 

【地域内交通】
・ 患者輸送⾞の⼀般混乗 
・ 交通空⽩地域をカバーする交通⼿段の検討 

【地域内交通】患者輸送⾞等の有効活⽤ 
・ 患者輸送⾞等の⼀般混乗 
・ 交通空⽩地域をカバーする交通⼿段の検討 

【幹線交通】三陸鉄道 
・ 三陸鉄道は地域間を結ぶ重要な幹線軸 
・  

・ 地域内フィーダー路線として維持・確保 
・ 主要施設へ直接アクセスする路線として、

 

鉄道･BRT 駅１km バッファ

バス停 500m バッファ

鉄道・ＢＲＴ

高速道路

国道・主要地方道

鉄道・ＢＲＴ駅

公共交通凡例

【地域内交通】越喜来地区デマンド交通 
・ ⼩型⾞両を活⽤した会員制・予約制運⾏ 
・ 上限運賃制度＋割引チケットの導⼊ 
・ 地域内フィーダー路線として維持・確保 

 

【地域内交通】末崎地区デマンド交通 
⼩型⾞両を活⽤した会員制・予約制運⾏ 
上限運賃制度＋割引チケットの導⼊ 
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第５章 施策・取組実施体制と役割                   

１．実施主体と役割 

本計画を進めるに当たり、「市民」、「行政」、「交通事業者」、「関係機関」が連携し、一体と 

なって、計画目標の達成に向け、それぞれの役割分担を明確にしながら、公共交通の改善と 

新たな交通体系の構築を目指します。 

 

目標達成に向けた役割分担 

区 分 役    割 

市 民 
交通サービスを享受するだけでなく、主体的に公共交通にも関わり、

他の関係主体と連携・協働します。 

行 政 
計画全体をコーディネートし、計画の進捗を管理するとともに、有利

な財源の活用に努め、公共交通の維持・確保・改善に努めます。 

交通事業者 
市民の移動を確保するために、事業経営・交通運営の主体として、路

線・ダイヤ・運行形態等の検討を行い公共交通の活性化につなげます。 

関係機関 行政や交通事業者等と連携した取組の検討を行います。 

有識者 計画に係る施策・事業の実施方針等について助言等を行います。 

国・県 
全体的な統括の視点から、計画の推進について、助言等を行うととも

に、監査的な判断を行います。 

道路管理者 道路行政の視点から、施策実施における協議・調整を行います。 
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２．推進・管理体制 

〇大船渡市地域公共交通会議 

  本計画は、まちの変化に合わせて、継続的な見直し・改善が求められます。大船渡市地域 

 公共交通会議は、市民のニーズ変化に合わせた地域公共交通の見直し・改善や、持続可能な 

交通体系の構築に向けた取組の検討等が継続的に協議できる「場」として位置付けます。 

また、本計画の推進に当たり、市民・地区・地域が主体となって検討・実施していくもの

については、大船渡市地域公共交通会議において部会等の支援体制を整備し、各分野を代表

する委員や委員以外に協力を求め、必要に応じ実務的な協議ができる、あるいは、様々な主

体が連携できる「場」に派遣しながら計画の具現化を図ります。 

 

推進・管理体制 

  

 
 
  

 

【目的】生活に最適な交通手段として、地域の公共交通の確保・維持に必要な 

事項を協議するために設置。 

 

大船渡市地域公共交通会議 

多様な関係者による 

協議・調整 

地域・市民のニーズ・意向把握 

意見 

要望 

計画 

反映 

観光 

事業者 

地域企業 

事業者 

学識 

経験者 
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令和･年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

進め⽅ 

         

 

 

 

 

３．計画の進行管理 

本計画の進行管理については、今後、「まちづくり」と「交通」が一体となって持続可能な交

通体系の構築に取り組むため、毎年度事業の効果検証等を行います。 

本計画に位置付けた評価指標（数値目標）の達成度や各種施策の取り組み状況を確認し、必

要に応じて計画や施策・取り組みの見直し・改善を行い、達成状況の評価と見直しは、ＰＤＣ

Ａサイクル（「計画⇒実行⇒評価⇒改善」）の手法に基づいて実施します。 

 

計画の進行管理 

 
 

計画のＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

 

次期計画 

検証・改善 

 

Ｐｌａｎ 

計画 

Ｃｈｅｃｋ 

評価 

Ｄｏ 

実行 

Ａｃｔ 

改善 

計画の策定 

改善点の抽出・検討 計画の円滑な実施 

大船渡市地域 

公共交通会議 

目標の達成度評価・課題の整理 
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大船渡市地域公共交通会議設置要綱 

平成24年１月31日告示第４号 

改正 

平成24年３月30日告示第67号 

平成28年４月１日告示第79号 

平成29年５月11日告示第108号 

令和２年10月９日告示第171号 

（目的） 

第１ 大船渡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和26年法律第

183号）の規定により、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保

その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協

議するため、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の作成に関する協議及

び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。 

 

（協議事項） 

第２ 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

⑵ 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

⑶ 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

⑷ 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

⑸ 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

⑹ 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、第１の目的を達成するために必要な事項 

 

（交通会議の構成員） 

第３ 交通会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組

織する。 

⑴ 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者 

⑵ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体を代表する者 

⑶ 市民又は利用者の代表 

⑷ 国及び県の関係行政機関の職員 

⑸ 市職員 

⑹ その他市長が必要と認める者 
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（任期） 

第４ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（交通会議の役員） 

第５ 交通会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、互選により選出し、副会長は委員の中から、会長が指名する。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６ 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、書面により代理者

に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。 

３ 交通会議の議事は、関係者間の合意形成を目指して十分議論を尽くして行うものとし、議決の

方法は、出席委員の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 交通会議は、原則として公開とする。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聞くことができる。 

 

（軽微な事項に関する取扱い） 

第７ 交通会議において協議が調った事項の軽微な変更に関する取扱いについては、会長は、書面

による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第８ 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者はその結果を尊重しなけれ

ばならない。 

 

（分科会） 

第９ 第２各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科

会を置くことができる。 

２ 分科会は、会長が必要と認めた者をもって組織する。 
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（事務局） 

第10 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、大船渡市交通担当課内に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （監事） 

第11 交通会議に監事２人を置く。 

２ 監事は、委員の中から会長が指名する。 

３ 監事は、交通会議の出納の監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。 

 

 （経費の負担） 

第12 交通会議の運営に要する経費は、補助金その他の収入をもって充てる。 

 

（財務に関する事項） 

第13 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （交通会議が解散した場合の措置） 

第14 交通会議が解散した場合における交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、事務局に

おいて決算する。 

 

（補則） 

第15 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮っ

て定める。 

 

前 文（抄）（平成24年３月30日告示第67号） 

平成24年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成28年４月１日告示第79号） 

平成28年４月１日から施行する。 

前 文（抄）（平成29年５月11日告示第108号） 

平成29年５月11日から施行する。 

前 文（抄）（令和２年10月９日告示第171号） 

令和２年10月９日から施行する。 
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   大船渡市地域公共交通会議委員名簿 

任期：令和６年５月 21 日～令和８年３月 31 日                   

№ 区  分 団  体 役職名 氏 名 備考 

1 一般旅客自動車運送事

業者及びその組織する

団体を代表する者 

岩手県交通株式会社 乗合自動車部次長 小 岩 洋 一  

2 公益社団法人岩手県バス協会 専務理事 菅 原 克 也  

3 一般社団法人岩手県タクシー協会気仙支部 支部長 佐 藤    保  

4 
一般旅客自動車運送事業者の

事業用自動車の運転手が組織

する団体を代表する者 
岩手県交通運輸産業労働組合協議会 

岩手県交通労働組合 

大船渡支部長  
千 田    淳  

5 市民又は利用者の代表 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会 主事補 田 村 暢 子  

6 大船渡市 PTA 連合会 赤崎小学校 PTA 会長 吉 田 朋 美  

7 
岩手県高等学校 PTA 連合会 

気仙地区連絡協議会 

大船渡高等学校 

PTA 会長 
蕨 野 充 徳  

8 大船渡市各種女性団体連絡協議会 代議員 上 関 み さ  

9 大船渡商工会議所 女性会 広報委員長 紀 室 綾 子  

10 大船渡市老人クラブ連合会 女性部 副部長 佐 藤 恵 子  

11 大船渡市地区公民館連絡協議会 会長 佐 藤 惟 司 副会長 

12 国及び県の関係行政機

関の職員 
国土交通省東北運輸局岩手運輸支局 首席運輸企画専門官 佐々木亜津子  

13 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局 首席運輸企画専門官 竹 林 孝 也  

14 
国土交通省東北地方整備局 

南三陸沿岸国道事務所 
大船渡維持出張所長 鷹 木    譲  

15 
岩手県沿岸広域振興局 

経営企画部大船渡地域振興センター 

地域振興課長兼復興

推進課長 
大 山 博 幸  

16 岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡土木ｾﾝﾀｰ 道路整備課長 櫻 井 秀 明  

17 岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡土木ｾﾝﾀｰ 河川港湾課長 鈴 木 嘉 朗  

18 岩手県公安委員会岩手県警察本部 交通規制課長 三島木 達也  

19 岩手県警察大船渡警察署 交通課長 寺 島 英 明  

20 その他市長が必要と認

める者 
岩手県立大学総合政策学部 准教授 宇佐美 誠史 会長 

21 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 気仙沼統括ｾﾝﾀｰ所長 柴 田 博 之  

22 三陸鉄道株式会社 盛駅長 山 蔭 康 明  

23 一般社団法人大船渡市観光物産協会 主事 佐 藤 李 沙  

24 大船渡観光バス事業協同組合 理事 佐 藤 秀 之  

25 市職員 大船渡市 企画政策部長 佐 藤 雅 俊  

26 大船渡市 協働まちづくり部長 山岸 健悦郎  

27 大船渡市 市民生活部長 安 居 清 隆  

28 大船渡市 保健福祉部長 佐々木 義和  

29 大船渡市 都市整備部長 金 野 尚 一  

30 大船渡市教育委員会 教育次長 伊藤 真紀子  

【敬称略】 
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大船渡市地域公共交通庁内会議設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 大船渡市の公共交通に係る施策や事業等関連する分野について、庁内関係部署において連

携し、検討・調整するため、大船渡市地域公共交通庁内会議（以下「庁内会議」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 庁内会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 大船渡市地域公共交通計画の策定に関すること。 

 ⑵ 地域公共交通に関する事業の推進に関すること。 

⑶ その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第４条 庁内会議に、会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には企画政策部長をもっ

て充てる。 

２ 会長は会務を総理し、庁内会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 庁内会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて、庁内会議に関係のある者の出席を求め、意見を徴し、資料の提出を求

めることができる。 

 （庶務） 

第６条 庁内会議の庶務は、商工港湾部企業立地港湾課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年５月25日から施行する。 
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 大船渡市地域公共交通庁内会議構成員名簿 

【敬称略】 

№ 区 分 職 名 氏 名 

１ 会  長 副市長 引屋敷   努 

２ 副 会 長 企画政策部長 佐 藤 雅 俊 

３ 

構 成 員 

協働まちづくり部長 山 岸 健悦郎 

４ 市民生活部長 安 居 清 隆 

５ 保健福祉部長 佐々木 義 和 

６ 都市整備部長 金 野 尚 一 

７ 教育次長 伊 藤 真紀子 

８ 企画調整課長 阿 部 貴 俊 

９ 財政課長 花 崎   誠 

10 市民協働課長 新 沼   優 

11 市民環境課長 鈴 木 康 代 

12 国保医療課長 佐々木 直 央 

13 地域福祉課長 佐々木 由紀子 

14 長寿社会課長 佐々木 卓 也 

15 観光交流推進室次長 古 内 弘 一 

16 建設課長 長 岩 智 徳 

17 土地利用課長 伊 藤 喜久雄 

18 学校教育課長 佐 藤 和 生 
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大船渡市地域公共交通計画の策定経過 

 

期  日 項  目 内  容 

令和３年６月 23 日 

 

第１回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

現計画の効果検証、本計画の策定

趣旨、策定スケジュール等の説明 

６月 30 日 

 

第１回大船渡市地域公共交通会議 

 

本計画の策定趣旨、策定スケジュ

ール等の説明 

11 月 29 日 

 

第２回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

本計画案の検討、意見聴取 

 

12 月 10 日 

 

第３回大船渡市地域公共交通庁内

会議 

本計画案の検討、意見聴取 

 

12 月 27 日 

 

第２回大船渡市地域公共交通会議 

 

本計画案の検討、意見聴取 

 

令和４年１月 19 日 

 

 

第３回大船渡市地域公共交通会議

（書面開催） 

 

国庫補助「地域内フィーダー系統

確保維持費国庫補助金」及び「地域

公共交通調査事業」の１次評価 

２月１日 

 

大船渡市議会全員協議会 

 

本計画案の協議、意見聴取 

 

２月 21 日 

～３月４日 

パブリックコメント 

 

意見数（２件） 

 

３月８日 

 

第４回大船渡市地域公共交通会議

（書面開催） 

本計画案の了承 

 

３月 18 日 

 

大船渡市地域公共交通計画策定 

 

市長決裁 

 

 

 

 


